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変更指令森保第４号 

 

株式会社キリシマ 

 

平成８年３月１１日付けで申請のあった林地開発変更許可申請については，森

林法第１０条の２第２項及び第４項の規定により別紙条件を付して許可しま

す。 

 

平成９年７月１４日 

鹿児島県知事 

須 賀 健 郎 

 

 

 

記        

開 発 行 為 に

 係 る 森 林 

の 所 在 場 所 

姶良郡霧島町永水トンダン 3584 番地 1 外 242 筆 

開 発 行 為 に

係 る 森 林 の

土 地 の 面 積 

５１．６８０１ｈａ 

（変更前の面積 ５４．９９８７ｈａ） 

開 発 行 為 

 

の  日  的 

ゴルフ場造成 

教    示 

この処分について不服がある場合には，この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６０

日以内に農林水産大臣に対して審査の請求をする

ことができます。（ただし，その不服の理由が鉱業，

採石業又は砂利採取業との調整に関するものであ

るときには，公害等調整委員会に対して裁定の申請

をすることができます。） 

なお，この審査請求は正副２通を提出してくださ

い。 
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許 可 条 件 
１  以下 の 条件 に 従っ て開 発 行為 を 行わ ない 場 合に は ，こ の許 可 を取 り 消

すこ とが あ る。  

２  開発 行 為は ， 申請 書及 び 添付 書 の内 容に 従 って 行 うこ と。  

また ，開 発行 為の 計 画を 変更 す ると き には ，許 可の 変更 申 請を 行う こ と。 

３  開発 行 為に 着 手し たと き には ， 遅滞 なく 知 事に 届 け出 るこ と 。  

４  表に 示 す主 要 防災 施設 の 工事 を 先行 し， こ れが 完 了し たら ， 知事 に 別

紙「主 要防 災 施設 工事 完了 申 出書 」を直 ちに 提 出し ，県の 完了 確 認を 受

けな けれ ば なら な い。  

主要 防災 施 設  容   量  連          用  

Ａ  調  整  池  68,028 ㎥  ｵﾘﾌｨｽ : （ 0.920×0.920）  

Ｂ  調  整  池  5,248 ㎥  ｵﾘﾌｨｽ : （ 0.300×0.300）  

5  開 発 行 為 を 中 止 又 は 廃 止 し た と き に は ， 遅 滞 な く 知 事 に 届 け 出 て ， 知

事の 指示 に よる 防 災措 置等 を 講じ ， 県の 確認 を 受け る こと 。  

6  開 発 行 為 に 係 る 土 地 の 権 利 の 譲 渡 を 行 う と き に は ， 速 や か に 知 事 に 届

け出 るこ と 。  

7  開発 行為 の 施行 中 に災 害が 発 生，又は 発生 する お それ が ある 場合 に は，

適 切 な 措 置 を 講 ず る と と も に ， 遅 滞 な く 知 事 に 届 け 出 る こ と 。 周 辺 の

農 地 ， 山 林 ， 里 道 ， 水 路 等 に 土 砂 等 が 流 入 し な い よ う 細 心 の 注 意 を 払

う と と も に ， 万 一 そ の よ う な 事 態 が 発 生 し た 場 合 に は ， 開 発 行 為 者 に

おい て責 任 をも っ て対 処す る こと 。  

8  切 土 ， 盛 土 又 は 捨 土 を す る 場 合 に は ， 下 流 に 対 す る 安 全 を 十 分 に 確 認

し ， 降 雨 時 ， 強 風 時 ， 台 風 襲 来 時 ， 又 は 融 雪 時 に は 工 事 を 行 わ な い こ

と。  

 ま た ， 降 雨 時 ， 強 風 時 ， 台 風 襲 来 時 ， 又 は 融 雪 時 に は ， 施 工 途 中 の

切 土 ， 盛 土 又 は 捨 土 が ， 流 出 又 は 崩 壊 し な い よ う に ， 流 出 及 び 崩 壊 の

防止 措置 を 講ず る こと 。  

9  盛土 及び 捨 土は ，30 セン チメ ー トル な いし ，40 セン チ メ ート ルご と に

十分 締固 め を行 う こと 。  

10  切 土 を 行 っ た 後 の 地 盤 に す べ り や す い 土 質 の 層 が あ る 場 合 に は ， そ の

地盤 にす べ りが 生 じな いよ う 杭打 ち 等を 行う こ と。  

11  法 面 上 又 は 法 肩 付 近 の 不 安 定 な 岩 塊 ， 土 塊 ， 樹 根 等 は 除 去 す る こ と 。

開 発 行 為 に 起 因 す る 苦 情 そ の 他 の 諸 問 題 に つ い て は ， 開 発 行 為 者 が 責

任を もっ て 適切 に 対処 する こ と。  

12  6 か 月 ご と に ， 開 発 行 為 の 施 行 状 況 に つ い て ， 知 事 に 報 告 書 を 提 出 す

る こ と 。 た だ し ， 知 事 が 必 要 と 認 め る と き に は ， 随 時 報 告 書 を 提 出 す

るこ と。  

13  県 が 開 発 行 為 の 施 行 状 況 に 関 す る 調 査 を 行 う 場 合 に は ， こ れ を 拒 否 し

ない こと 。  

14  開 発 行 為 を 完 了 し た と き に は ， 遅 滞 な く 知 事 に 届 け 出 る ほ か ， 県 の 完

了 確 認 を 受 け る も の と す る 。 ま た ， 県 の 職 員 に よ る 完 了 確 認 が 終 了 す

るま で供 用 を開 始 しな いこ と 。  

 


